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根室市教育委員会告示第９号 

 

入 札 公 告 

 

 工事について、次のとおり条件付一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。 

 

  令和７年５月１５日 

 

根室市教育委員会     

教育長 波 岸 克 泰  

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 名  和田屯田兵村被服庫保存修理工事（建築主体） 

（２）工事場所  根室市西和田５６８番地２ 

（３）予定価格  １３７，７７５，０００円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

（４）工  期  令和７年６月２０日から令和８年３月１７日まで 

（５）工事概要  工種：建築一式工事 

         北海道指定文化財である木造床面積165.8㎡の保存修理工事 

         曳家、撤去、基礎、屋根、木工、建具ほか 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）入札参加希望者は、単体企業若しくは共同企業体であって、構成員を含み次の全ての要

件を満たしていること。 

  ア 根室市建設工事競争入札参加資格者名簿中、本工事と同種の工事種目に登録されてい

る者であること。 

  イ 根室市に本店又は営業所を有するものであること。 

  ウ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

  エ 本工事の入札執行の日までの間に、根室市の競争入札参加資格者指名停止事務処理要

領の規定に基づく指名停止を受けていない者（指名停止を受けたが、既にその停止期間

を経過している者を含む。）であること。 

  オ 本工事に対応する建設業法の許可業種等を有し、また、許可を受けてからの営業年数

が４年以上あること。 

  カ 建設業法で必要とされている技術者を配置できること。 

  キ 共同企業体にあっては、根室市の建設工事共同企業体の運用基準に適合していること

とし、本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として

参加する者でないこと。 



２ 

 

３ 入札参加資格の審査 

（１）申請書等 

   入札の参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書に次の書類を添付して提

出し、資格の審査を受けなければならない。 

  ア 配置予定技術者調書 

  イ 共同企業体協定書（共同企業体として参加の場合） 

 

（２）受付期間 

   令和７年５月１６日（金）から令和７年５月２７日（火）まで（月曜日、月曜日が祝日

の場合は翌日火曜日も、祝日を除く。）の午前９時３０分から午後４時３０分まで。 

（３）受付場所及び問い合せ先 

   根室市花咲港２０９番地 根室市歴史と自然の資料館 

   （℡0153－25－3661） 

（４）提出方法 

   持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。 

（５）その他 

  ア 資料の作成に要する経費は、入札参加希望者の負担とする。 

  イ 提出された資料は、本工事以外には使用しない。 

  ウ 提出された資料は、返却しない。 

  エ 資料の記載方法に関する問い合わせ先 

    根室市歴史と自然の資料館（℡0153－25－3661） 

 

４ 入札参加資格の審査結果の通知 

  入札参加資格の審査結果は、令和７年６月３日（火）までに申請者に対し、条件付一般競

争入札参加資格審査結果通知書により通知する。 

 

５ 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

（１）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について書面により説明を求めること

ができる。 

   なお、書面は令和７年６月６日（金）までの開庁日の午前９時から午後５時までに次の

提出先に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。 

  提出先 根室市建設水道部都市整備課 

（２）理由の説明は、説明を求められた日の翌日から起算して７日以内に書面により回答する。 

 

６ 入札参加資格の取消し 

（１）入札参加資格があると認められた者（以下「入札参加資格者」という。）が次のいずれか

に該当したときは、入札参加資格を取り消す。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当すると認められるとき。 
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  イ 申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき。 

  ウ 根室市の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の規定に基づく指名停止を受けた

とき。 

 

７ 契約条項を示す場所 

  根室市花咲港２０９番地 根室市歴史と自然の資料館 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金の納付 

   根室市契約規則第８条第２号の規定により免除する。 

 

（２）契約保証金の納付 

   落札した者は、契約金額の10分の1に相当する額以上の金額を納付しなければならない。

ただし、共同企業体にあっては、根室市契約規則第33条第１項第９号の規定により免除す

る。 

（３）契約保証金の納付の免除 

   前項の規定にかかわらず、市を被保険者とする履行保証保険証券を提出したときは、契

約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

９ 申請書等の配付、閲覧等 

（１）入札参加資格審査申請書等の配付 

  ア 配付期間  令和７年５月１６日（金）から令和７年５月２７日（火）までの（月曜

日、月曜日が祝日の場合は翌日火曜日も、祝日を除く。）の午前９時３０分

から午後４時３０分まで。 

  イ 配付方法  根室市歴史と自然の資料館にて配布する。（根室市ホームページからダウ

ンロード可。） 

  ウ 費  用  無料。 

（２）図面、仕様書等（以下「設計図書等」という。）の閲覧 

  ア 閲覧期間  令和７年５月１６日（金）から令和７年５月２７日（火）までの（月曜

日、月曜日が祝日の場合は翌日火曜日も、祝日を除く。）の午前９時３０分

から午後４時３０分まで。 

  イ 閲覧場所  根室市歴史と自然の資料館 

（３）設計図書等に関する質問 

  ア 受付期間  令和７年５月１６日（金）から令和７年６月１０日（火）までの（月曜

日、月曜日が祝日の場合は翌日火曜日も、祝日を除く。）の午前９時３０分

から午後４時３０分まで。 

  イ 受付場所  根室市歴史と自然の資料館 

（４）質問に対する回答の閲覧 

  ア 閲覧期間  令和７年６月１１日（水）から令和７年６月１７日（火）までの（月曜



４ 

日、月曜日が祝日の場合は翌日火曜日も、祝日を除く。）の午前９時３０分

から午後４時３０分まで。 

  イ 閲覧場所  根室市歴史と自然の資料館 

 

10 入札執行の日時及び場所 

（１）日 時  令和７年６月１８日（水）午後２時００分 

（２）場 所  根室市曙町１丁目４０番地 

        根室市総合文化会館 ２階 第３講座室 

 

11 入札方法等 

（１）郵便又は電報による入札は認めない。 

（２）代理人が入札を行う場合にあっては、委任状を提出すること。 

（３）入札書には、この取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない金額を記載すること。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の１１０を乗じて得た金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数の切り捨てた金額）をもって契約金額と

する。 

（４）入札執行回数は、原則として１回とする。 

 

12 分別解体等の実施の義務付け 

  本工事は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成１２年法律第１０４号）第９

条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化に要

する費用、解体工事に要する費用、分別解体方法、再資源化をするための施設の名称及び、

所在地を契約書に記載する必要があることから、設計図書に記載された特定建設資材廃棄物、

搬出数量等を参考に再資源化に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上

で入札を行うこと。 

 

13 契約者 

  本工事契約者は「根室市教育委員会 教育長 波岸 克泰」であるので、委任状、入札書

の宛先は契約者宛にすること。 

 

14 消費税課税事業者等の申出 

  落札した者は、落札決定後、速やかに消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを申し出ること。 

 

15 入札の無効 

  入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及

び建設工事競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格者であっても、審査後、指名停止を受け入札執行時点において指名停

止期間中である場合は、その者のした入札は無効とする。 



５ 

 

16 支払条件 

（１）前金払 請負代金額の４割に相当する額の範囲内で請求することができる。 

（２）中間前金払 請負代金額の２割に相当する額の範囲内で請求することができるが、前金

払の額と合計して６割を超えることができない。 

（３）部分払 部分払を選択した場合の、部分払のできる回数は次のとおりとする。ただし、

軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係るでき形部分等に対応する請負代金相当額は、当

該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算出基礎に参入しな

い。  上限回数 １回 

（４）中間前金払と部分払の選択 中間前金払または部分払については、原則として契約締結

時にいずれかを選択するものとし、契約締結後の変更は認めない。 

 

17 最低制限価格 

  設定する。 

 

18 工事費内訳書の提示 

（１）入札執行時、工事費内訳書を提出すること。 

（２）提出された工事費内訳書は、返却しない。 

 

19 その他 

（１）本工事は、北海道指定文化財の改修工事である。 

（２）改修工事期間は令和７年６月２０日から令和８年３月１７日までとする。 

（３）入札参加者は、根室市の建設工事競争入札心得その他関係法令を遵守すること。 

（４）入札会場においては、企業名及び氏名を記した名札を着用すること。 

（５）その他不明な点は、根室市歴史と自然の資料館（℡0153-25-3661）に照会すること。 


